
認知症になっても
安心して暮らせる

共生のまちづくりを目指して

令和５年１月３０日（月）
九州・沖縄地域共生社会推進フォーラム

臼杵市高齢者支援課 衛藤 和子



面 積 ：291.08Ｋ㎡

人 口 ：36,137人

世 帯 ：16,879世帯

高齢化率：41.64％

※ 令和5年1月1日（住基ベース）

【臼杵市の特徴】

①市が全面的に有機農業を推進

➁豊富な海の幸

➂地域コミュニティの活動

④子育て環境の充実

⑤安心の医療
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臼杵市の特徴について



国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成30（2018）年推計）に基づいて試算

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総人口 38,748 35,907 32,961 30,030 27,103 24,194 21,508 

【世代別の人口推移】 【世代別の構成比率】

〇 2025年には、第一次ベビーブーム世代（1947～1949年生）、いわゆる“団塊の世代”が後期高齢者（75歳）の年齢に達します。

〇 2040年には、第二次ベビーブーム世代（1971年～1974年)が前期高齢者（65歳）に達します。

〇 2025年以降、後期高齢者の急増はやや緩やかになりますが、85歳以上人口の割合は増加していきます。 人口減少の課題に加え、 85歳以

上人口の増加と15～64歳の生産年齢人口の急減を踏まえた施策の展開が求められます。
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臼杵の将来人口推計について
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地域振興協議会の設置状況

協議会の名称 校区 認定時期

① 下ノ江地区ふれあい協議会 下ノ江 平成21年10月

② 田野地区振興協議会 田野 平成21年10月

③ 寺子屋ん会 南野津 平成22年 4月

④ 振興協議会 たていし 下南 平成22年 7月

⑤ 上北地区地域振興協議会 上北 平成22年10月

⑥ 戸上地区振興協議会 戸上 平成23年 3月

⑦ あまべ振興協議会 海辺 平成23年 4月

⑧ 西神野地域活性化推進協議会 西神野 平成23年 4月

⑨ 南津留地区地域振興協議会 南津留 平成24年 2月

⑩ 上浦・深江振興協議会 上浦・深江 平成25年 5月

⑪ 市浜地区振興協議会 市浜 平成26年 3月

⑫ さしう地区振興協議会 佐志生 平成27年 3月

⑬ 都松地区振興協議会 都松 平成27年 3月

⑭ 下北地区振興協議会 下北 平成27年 9月

⑮ 中央地区振興協議会 臼杵・福良 平成27年10月

⑯ 南部地区振興協議会 臼杵・福良 平成30年10月

⑰ 川登地区振興協議会 川登 平成31年 3月

⑱ 野津地区振興協議会 野津 令和2年9月

「地域振興協議会」の設置状況と支援体制について「地域振興協議会」の設置状況と支援体制について

地域振興協議会への支援体制（イメージ）

旧小学校区単位の

18エリアすべての

地域に設置
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高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる取組高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる取組



Ⅰ 認知症の早期発見と早期診療ができるための体制づくり
・臼杵市の認知症を考える会
・臼杵市認知症お助け帳～認知症ケアパス～
・うすきオレンジサポートチーム（認知症初期集中支援）
・認知症地域支援推進員

Ⅱ 認知症の正しい知識の普及啓発
・臼杵市認知症市民フォーラムの開催
・認知症高齢者等声掛け模擬訓練

Ⅲ 認知症の方を介護している家族への支援
・介護者のつどい、家族支援プログラム
・若年性認知症の人への支援
・オレンジカフェの開設と展開

Ⅳ 認知症支援ネットワークの構築
・認知症サポーター養成講座
・臼杵市認知症の人にやさしいお店・事業所
・臼杵市高齢者等ＳＯＳネットワーク
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臼杵市が推進する認知症対策 ４つの柱臼杵市が推進する認知症対策 ４つの柱



年度 事柄

2008(H20) うすき石仏ねっと運用開始

2010(H22) 「臼杵市の認知症を考える会」発足
臼杵市認知症市民フォーラム開催

2011(H23) なるほど認知症講座開催
介護者のつどい・家族支援プログラム開始
臼杵市認知症にやさしいお店・事業所登録開始

2012(H24) 臼杵市認知症お助けマップ発行
認知症キッズサポーター養成講座開始（小学生）

2014(H26) 臼杵市認知症高齢者等SOSネットワーク運用開始

2015(H27) 認知症地域支援推進員配置
認知症初期集中支援チーム運用開始
認知症予防共同実証研究事業（リストバンド事業）開始

2016(H28) 認知症高齢者等徘徊模擬訓練開始
認知症オレンジカフェ立ち上げ
認知症ジュニアサポーター養成講座開始（中学生）

2018(H30) 認知症ケアパス改訂版発行

2021(R3) 「臼杵市みんなで取り組む認知症条例」制定

臼杵市の認知症関連施策のあゆみ(新臼杵市（合併後）の取り組み）臼杵市の認知症関連施策のあゆみ(新臼杵市（合併後）の取り組み）



臼杵市の認知症を考える会

➣平成22年度に、臼杵市医師会、大分
大学医学部、臼杵市及び大分県中部保
健所の３者で「臼杵市の認知症を考え
る会」を発足。

現在の体制

発足時の体制

医師会

行政
大分大学
医学部

オール臼杵体制

医師会・
地域包括支援
センター

大分大学
医学部

大分県中部
保健所・
臼杵市

臼杵市薬
剤師会

介護事業所

臼津歯科
医師会

➣現在は、歯科医師会、薬
剤師会、介護事業所などの
参加のもと、活発な事業展
開を行っている。

臼杵市の認知症を考える会臼杵市の認知症を考える会



臼杵市みんなで取り組む認知症条例 概念図

この条例は、認知症になっても安心して暮らせる共生のまちづくり及び認知症の予防に
ついて、基本理念を定め、市民、事業者、地域組織及び関係機関の役割並びに市の責務を
定めるとともに、認知症に関する施策及び取組を総合的に推進し、全ての市民が同じ
地域社会の一員として、互いを尊重し、支え合える街を実現することを目的とする。

目 的
（条例 第1条）

①認知症の正しい
知識の普及啓発

⑤認知症支援
ネットワークの構築

④認知症の発症
予防及び進行予防

③認知症の早期発見
及び早期診療ができ
るための体制づくり

②認知症の人と
その家族への支援

条

例
それぞれの
役割と責務

（条例 第４～8条）

市民の役割

事業者の役割 関係機関の役割

地域組織の役割

市の責務

施
策

市民等は、次に掲げる基本理念にのっとり、認知症になっても安心して暮らせる共生の
まちづくり及び認知症の予防を推進するものとする。

（１） 認知症に関する正しい知識及び理解に基づき、認知症の人とその家族の視点に立って取り組むこと。
（２） 認知症になっても地域で活躍し、社会参加できるまちの実現を目指すこと。
（３） 認知症の発症予防及び進行予防に取り組むよう努めること。
（４） 市民等が、それぞれの役割又は責務を認識し、相互に連携すること。

基本理念
（条例 第3条）





第５条 事業者は、認知症に関する理解を深めるとともに、従業員に対し必要な教育を実施するよう努める
ものとする。

２ 事業者は、認知症の人の個々の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めるものとする。

３ 事業者は、市、地域組織、関係機関等が実施する認知症に関する施策又は取組に協力するよう努める
ものとする。

事業者の役割



地域組織の役割

第６条 地域組織は、認知症に関する理解を深めるとともに、地域の住民相互の支え合いの活動に積極的に
取り組むよう努めるものとする。

２ 地域組織は、市、事業者、関係機関等が実施する認知症に関する施策又は取組に協力するよう努める
ものとする。



関係機関の役割
第７条 関係機関は、市、事業者、地域組織等が実施する認知症に関する施策又は取組に協力するよう努
めるものとする。

２ 関係機関は、認知症に関する専門知識を有する人材の育成に努めるものとする。

３ 関係機関は、認知症に係る研究成果に関する情報の共有その他の関係機関相互の連携に努めるも
のとする。

臼杵市の認知症を考える会
在宅医療介護連携推進事業

臼杵市Z会議

臼杵市地域医療・介護・保険

情報連携システム

うすき石仏ねっと

多職種連携

うすきオレンジサポートチーム
（認知症初期集中支援）

地域ケア会議

第８条 市は、基本理念に基づき、認知症及び認知症の予防に対する市民、事業者、地域組織及び関係機
関の理解を深め、認知症に関する施策を総合的に実施するものとする。

２ 市は、前項の施策を適切に実施するため、市民、事業者、地域組織及び関係機関と連携し、必要な体
制の整備を図るものとする。

市の責務



臼杵市認知症普及啓発動画

新たな取組





臼杵市の認知症施策のこれから



ご清聴ありがとうございました


